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ごあいさつ 

 少子高齢化により人口減少が急速に進行している中、東京圏への一極集中など人口減少問題は、

我が国全体の喫緊の課題であり、早急に対策を講じなくてはならない時代となっています。 

 そうした中、国は、平成 26（2014）年に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、日本の人口

の現状と将来の姿を示す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」並びに今後の施策の方向を提

示する第１期の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、さらに、令和元（2019）年には、

第１期で進めてきた施策の検証を行い、令和２（2020）年度を初年度とする今後５か年の目標や

施策の方向性を取りまとめた第２期総合戦略を策定しました。 

本町においては、2060年に 8,300人程度の人口を維持する中長期的な展望を示した「吉備中央

町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」を策定するとともに、まち・ひと・しごと創生法に基

づき、５か年の目標や施策の基本的方向等をまとめた第１期（平成 27 年度から令和元年度）の

「吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

第１期総合戦略では、町民皆様をはじめ企業・事業所や各種団体すべての方が一丸となり、ま

た、本町を応援してくださる皆様のお力もお借りしながら、これを新たなまちづくりの“チャン

ス”と捉え、取組を進めてきたところであります。 

第２期総合戦略においては、この５年間で進めてきた施策の検証を行い、人口減少対策の強化

を進めるため、国の第２期総合戦略で示された新たな視点を踏まえつつ、第１期総合戦略に掲げ

た目標を基本とし、令和２（2020）年度を初年度とする今後５か年の目標や施策の方向性等を策

定しました。この取組を実現するためには、町はもちろんのこと、町民皆様にも共通の認識をお

持ちいただき、ご理解、ご協力を賜りますとともに、商工会をはじめ企業・事業所、各種団体な

どが知恵と汗を出し合い、町を挙げて取り組むことが最も重要で、かつ、成功への道であると思

っております。 

 最後に、この計画策定にあたり、ご意見、ご提案をいただきました町民皆様をはじめ、計画策

定を導いてくださりました有識者の皆様に心からお礼を申し上げますとともに、これからのまち

づくりにご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

令和２年３月 

吉備中央町長 山 本 雅 則 
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第１章 策定にあたって 

 

１ 総合戦略改訂の目的・背景 

我が国は「人口減少時代」に突入しており、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」にお

いて、令和 42（2060）年に１億人程度の人口を確保することを目指しています。そして、

人口減少と地域経済縮小の克服などを基本的な考え方に据えた「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」（以下「総合戦略」という。）を策定して人口減少の克服に向けた取組を進めています。 

 

吉備中央町の総人口は、平成７（1995）年までは横ばいで推移していましたが、以降は一

貫して減少傾向にあり、平成 27（2015）年の総人口は、ピークの平成７（1995）年と比

べ 3,557 人（22.9％）減少しています。現在は、年少人口、生産年齢人口の減少、老年人口

が横ばいで推移しながら総人口が減少する、「第二段階」の人口減少段階を迎えています。 

「吉備中央町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」（以下「吉備中央町人口ビジョン」と

いう。）において、本町における人口の現状と将来の展望を提示し、平成 27（2015）年 12

月に「吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「吉備中央町総合戦略」という。）

を策定して、人口減少対策に取り組んできたところです。 

 

この度、国の総合戦略の見直しが行われることから、第１期の吉備中央町総合戦略の評価・

検証を行い、国の第２期総合戦略を踏まえた改訂を行うことで、引き続き本町の人口減少対策

に取り組んでいくものです。 

 

総合戦略策定の目的は、国の第２期総合戦略の４つの基本目標、新たな視点、政策５原則等

を基に、本町における、人口減少と地域経済縮小リスクの克服、まち・ひと・しごとの創生と

好循環の確立を本町から目指そうとするものです。 
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２ 国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえた施策の推進 

本計画は、国の第２期総合戦略の４つの基本目標、新たな視点、政策５原則（自立性、将来

性、地域性、総合性、結果重視）の趣旨等を踏まえ、施策の効果的な展開を図ります。 

 

（１）基本目標と横断的な目標 

■基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■横断的な目標 

 

 

 

  

① 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

〇地域の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現 

〇安心して働ける環境の実現 

 
② 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる 

〇地方への移住・定着の推進 

〇地方とのつながりの構築 

 

③ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

〇結婚・出産・子育てしやすい環境の整備 

④ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 

〇活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保 

新しい時代の流れを力にする 

〇地域における Society 5.0 の推進 

〇地方創生 SDGs の実現などの持続可能なまちづくり 

ＳＤＧ 

多様な人材の活躍を推進する 

〇多様なひとびとの活躍による地方創生の推進 

〇誰もが活躍する地域社会の推進 
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（２）第２期における新たな視点 

「地方へのひと・資金の流れを強化する」 

・将来的な地方移住にもつながる「関係人口」の創出・拡大 

・企業や個人による地方への寄附・投資等による地方への資金の流れの強化 

 

「新しい時代の流れを力にする」 

・Society5.0 の実現に向けた技術の活用 

・SDGs を原動力とした地方創生 

 

「人材を育て活かす」 

・地方創生の基盤をなす人材に焦点を当て、掘り起こしや育成、活躍を支援 

 

「民間と協働する」 

・地方公共団体に加え、NPO 等の地域づくりを担う組織や企業と連携 

 

「誰もが活躍できる地域社会をつくる」 

・女性、高齢者、障害者、外国人等誰もが居場所と役割を持ち、活躍できる地域

社会を実現 

 

「地域経営の視点で取り組む」 

・地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域をマネジメント 
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（３）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各施策が一過性の対症療法的なもの

にとどまらず、構造的な問題に対処し、

町の自立につながるようにする。 

町が自主的かつ主体的に、夢を持っ

て前向きに取り組むことを支援する施

策に重点を置く。 

町は客観的データに基づき実状分析

や将来予測を行い、総合戦略を策定す

るとともに、同戦略に沿った施策を実

施できる枠組みを整備する。 

限られた財源や時間の中で、最大限

の成果を上げるため、施策を集中的に

実施する。住民代表・産官学金労言の

連携を促すことにより、政策の効果を

より高める工夫を行う。 

明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、

短期・中期の具体的な数値目標を設定

し、政策効果を客観的な指標により検

証し、必要な改善等を行う。 

自立性 

地域性 

将来性 

総合性 

結果重視 
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３ 計画の体系と期間 

国の基本目標を踏まえて令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする基本目

標を掲げ、実現すべき成果に係る数値目標を設定します。 

また、基本目標ごとに講ずべき施策の基本方向と具体的な施策を記載し、各施策の効果を客

観的に検証できる指標（重要業績評価指標（ＫＰＩ）Key Performance Indicators）を設定

します。 

 

４ 計画のフォローアップ 

国・岡山県の総合戦略等との整合を図りながら、広域的な連携を進めるとともに、毎年評価・

検証を行い、随時、必要な見直しを行っていきます。 

また、取組推進にあたっては、各種交付金等の国の財政的支援制度や「地方創生コンシェル

ジュ」制度などの人的支援制度を含め、国の支援制度を積極的に活用することとします。 

 

５ 効果の検証と改善について 

本計画における施策・事業の効果の検証は、ＰＤＣＡサイクルによる効果的な見直し、改善

を実施していきます。 

検証については、外部有識者等を含む検証機関を設置し、基本目標の数値目標及び具体的な

施策に係るＫＰＩの達成度を検証していきます。 

また、議会に対し総合戦略の効果検証について適宜報告をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画の内容を踏まえ、
事業を実施する。 

■「施策」に即して成果指標を設定するとともに、サービス 

の確保方策等を定める。 

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると
認めるときは、戦略計画の見直し等を実施す
る。 

計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき目標、施策の展開 

計画(Plan) 

) 

改善（Action） 実行（Do） 

■成果指標については、年１回実績を把握し、施策や関連施策の
動向も踏まえながら、中間評価として分析・評価を行う。 

■中間評価の際には、有識者会議の意見を聴き、必要に応じて見
直しを行う。 

評価（Check） 

総合戦略 
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６ 第１期「吉備中央町総合戦略」の達成状況 

第１期吉備中央町総合戦略における数値目標や重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況及び

推進施策の進捗状況は、以下のとおりとなっています。 

 

（１）数値目標 

第１期吉備中央町総合戦略の数値目標については、全体で８つの数値目標に対し、達成で

きた数値目標はわずか３つであり、達成率は 37.5%の結果となっています。特に、指標の

「出生数」や「転入数の増加及び転出数の減少」において伸び悩んでいる状況です。人口対

策の結果は直ぐに表れるものではありませんが、第 2 期吉備中央町総合戦略においても引き

続き積極的な施策の展開を図る必要があります。 

 

（２）重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

第１期で設定されている基本目標のＫＰＩは 33指標あり、達成は 18 指標で、達成率は

54.5%の結果となっています。 

各目標の達成率は、基本目標１が 40.0%、基本目標２が 75.0%、基本目標３が 57.1%、

基本目標４が 58.3%という結果となっています。 

 

基本目標１ 町の将来を担う子どもを増やす 40.0% 

基本目標２ 町を支える宝(若者)を残し、転入により新しい風を呼び込む 75.0% 

基本目標３ 安心して暮らせる環境をつくる 57.1% 

基本目標４ 夢を語れるまちづくりを進める 58.3% 

 

基本目標１では 10 項目のうち４項目を達成していますが、結婚支援・相談を希望する方

や新生児の誕生が伸び悩んでいます。 

基本目標２では４項目のうち３項目を達成しており、お試し住宅の整備数が未達成となっ

ています。 

基本目標３では７項目のうち４項目を達成していますが、買い物や公共交通など生活の利

便性を高める取組をさらに進める必要があります。 

基本目標４では12項目のうち７項目を達成していますが、農業の人材育成や付加価値化、

町民参画・協働や町の魅力づくりの面での取組を進める必要があります。 

 

（３）推進施策進捗評価 

基本目標ごとの推進施策の進捗状況をＡ～Ｅの５段階で評価しました（参照：評価基準）。 

全体でみると、Ａ評価が 11 施策（23%）、Ｂ評価が 22 施策（48%）、Ｃ評価が 13 施

策（27%）、Ｄ評価が 1 施策（2%）、Ｅ評価が 1 施策（2%）という結果であり、基本目

標１では、17 施策のうちＡ評価が５施策、Ｂ評価が７施策、Ｃ評価が 5 施策で、「子育て

家庭への精神的、身体的、経済的応援」や「認定こども園の整備」、「高校生の通学支援」な

どをさらに進め、「結婚をサポートする体制の整備」や「子育て支援情報発信」などの内容

検討を図る必要があります。 
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基本目標２では、７施策のうちＡ評価が 1 施策、Ｂ評価が５施策、Ｃ評価が１施策であり、

「企業誘致の促進」、「移住・定住促進のための助成」、「空き家活用の推進」などをさらに進

め、「若者が求める施設の整備」や「転入定住支援団体との連携」などの内容検討を図る必

要があります。 

基本目標３では、8施策のうちＡ評価が１施策、Ｂ評価が２施策、Ｃ評価が 4 施策、Ｄ評

価が１施策であり、「公共交通体制の整備」、「買い物環境や魅力的な店舗の誘致」、「小さな

拠点の整備」などをさらに進める必要があります。 

基本目標４では、16 施策のうちＡ評価が４施策、Ｂ評価が 8 施策、Ｃ評価が 3 施策、Ｅ

評価が１施策であり、「特産品づくりなど農業の付加価値化」、「農家民宿の支援」などをさ

らに進める必要があります。 

第 2 期吉備中央町総合戦略においては、基本目標ごとの施策内各事業の評価・検証を踏ま

え、施策内容や事業を検討し、人口ビジョンの実現に向けた人口減少対策や地域の活性化な

ど住みやすい環境づくりに向かって取り組んでいく必要があります。 

 

【評価基準】 

Ａ 80～100% （計画に掲げた施策を達成した。） 

Ｂ 60～80% （計画に掲げた施策を概ね達成した。） 

Ｃ 40～60% （現在、施策の達成に向けて動いている。） 

Ｄ 20～40% （施策に着手し、動き始めることはできた。） 

Ｅ 20%未満 （施策に着手することはできなかった。） 
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７ 町民の意識 

第１期の吉備中央町人口ビジョンと吉備中央町総合戦略の策定に際し、結婚・出産・子育て、

住みやすさ、まちづくりについての意識の実態を把握するアンケート調査を実施し、計画づく

りの基礎資料としています。（本町に居住する満 18 歳以上の 700人を対象 回収数：294 

回収率：42.0％） 

 

●町への愛着度 

「愛着を感じている」と答えた人が 45.6％と最も多く、次いで「どちらかといえば愛着

を感じている」（43.2％）となり、２つをあわせると合計は 88.8％と町への愛着度はかな

り高くなっている。 

 

●買い物の便利さ 

「満足している」と答えた人は 2.7％であり、「どちらかといえば満足している」（8.2％）

とあわせて 10.9％となっており、「どちらかといえば不満である」（32.6％）、「不満である」

（37.1％）とあわせて 69.7％と満足度はかなり低くなっている。 

また、買い物の便利さに対する重要度では、「重要である」と答えた人は 55.1％であり、

「やや重要である」（25.9％）とあわせて 81.0％とかなり高くなっている。 

 

●未婚・既婚率等 

“既婚”は男性（58.7％）、女性（68.3％）、“独身”は男性（38.0％）、女性（24.9％）

となり、独身は男性の方がかなり多くなっている。 

 

●理想的な子どもの人数等 

将来的に持つ子どもの人数について聞いたところ、第１位は「２人」が 29.9％となり、

次いで第２位は「３人」（24.5％）となっている。 

また、理想的な子どもの数について聞いたところ、第１位は「３人」が 42.9％となり、

次いで第２位は「２人」（29.3％）となっている。 

 

●理想的な子どもの数を実現するために障害となる（なりそうな）こと 

第１位は「子育てや教育にお金がかかりすぎる」（53.7％）となり、次いで「子どもを預

ける施設が整っていない」（26.9％）、「年齢的な問題」（19.7％）と続き、「自分の仕事に

差し支える」・「子育てを手助けしてくれる人がいない」（同率 17.3％）、「育児・出産の心理

的・肉体的な負担」（13.6％）などの順となっている。 
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●力を入れるべき育児サービス 

第１位は「子どもを預かるサービスの時間の延長」（20.1％）となり、次いで「幼稚園・

保育園・認定こども園などの施設の拡充」（17.3％）と続き、「子どもを預かる施設の教育・

保育の質の向上」（12.6％）、「子育てに係る母子の保健・医療体制の充実」（12.2％）、「各

種助成をはじめとする金銭的なサポ-トや現物給付」（11.9％）などの順となっている。 

 

●住む場所の決定や住宅購入で、きっかけとなり得る行政サービス 

第１位は「医療費無料制度」（38.1％）となり、次いで「子育て世代への税制優遇や補助

金」（36.4％）と続き、「保育園・学童保育の充実」（25.5％）、「転入者に対する税制優遇

や補助金」（22.1％）、「大規模商業施設の誘致」（15.0％）、「二世帯住宅、三世代同居など

への助成」（12.2％）などの順となっている。 

 

●よりよい労働市場を形成するために必要なサービス 

第１位は「企業情報などの情報発信」（37.4％）となり、次いで「就労に関する相談窓口」

（32.7％）と続き、「就労のマッチング」（25.9％）、「企業などと連携した職業体験」（24.8％）、

「起業支援」（21.1％）、「合同就職（転職）説明会」（20.4％）、「ビジネススキル向上のた

めのセミナー」（15.3％）、「職場環境向上のための企業向け広報」（7.8％）などの順となっ

ている。 
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８ 吉備中央町の強みと政策展開の視点 

（１）優れた位置特性と交通環境を保有するまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）自然豊かで災害からも安全なまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）多彩な農産物を生産するまち 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

特性と背景 

○県都岡山市から本町の中心部までは車で

約１時間、岡山空港からは約 30 分の距離

にあり、中国横断自動車道岡山米子線が通

っており、賀陽ＩＣを利用することができ

る。 

○町のほぼ中央には吉備高原都市があり、居

住機能が確保されている。 

○町内には乗馬クラブ、観光農園、天体観測

施設などレクリエーション施設も多い。 

政策展開の視点 

○優れた位置特性と交通環境から、雇用の

場の整備や居住環境などの強化により

定住条件の向上につながる。 

○都市住民の気軽な憩い、レクリエーショ

ンの場として交流機能を強化していく

ことにより、地域の活性化につながる。 

特性と背景 

○岡山県と広島県に広がる吉備高原の

東部、標高 120～500 メートルの高原

地帯にあり、比較的緩やかな地形とや

や内陸性で県南部より冷涼な気候で

あり、景観も良い。 

○自然災害からの安全性が高い。 

政策展開の視点 

○環境先進地域づくり、環境ビジネス創造

のポテンシャルにつながるとともに、暮

らしやすい、自然と共生して住むことが

できる町の要件となっている。 

特性と背景 

○米どころであり、高原野菜、ピオーネ、ブ

ルーベリー、桃、梨などの評価の高い農産

物・フルーツを生産しており、町内に２か

所の道の駅と農産物直売所がある。 

政策展開の視点 

○地域の特色を活かした農産物の生産振

興等による農産物のブランド力強化、地

産地消、地産来消の推進、直売機能の強

化等により農産物の供給基地としての

地位の一層の向上が期待される。 
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（４）文化性が高いまち 

 

 

 

 

 

 

 

（５）参画と協働を進めるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町には、子育てしながら暮らせる好環境がそろっています。こうした条件を活かし、

多くの人に住んでもらうまちづくりを目指していきます。 

  

特性と背景 

○国指定の重要文化財や県・町指定の重要文

化財が数多くあり、県下三大祭りの内のふ

たつ、加茂大祭と吉川八幡宮当番祭が受け

継がれるなど、古き良き“心のふるさと”

と呼べる風土が息づいている。 

政策展開の視点 

○町独自の文化性に親しみ、生涯学習機

能などを活用して一人ひとりの学びが

楽しめる。 

特性と背景 

○自治会を核にして、人と人のつながりに

よる自立性の高いコミュニティ活動が根

付いている。また、まちづくり活動など

に取り組む人々や団体も多く、人材が豊

富である。 

政策展開の視点 

○都市において近隣関係が希薄化しつつ

ある中で、移住、転入者も連帯意識をも

って地域のつながり、良好なコミュニテ

ィが形成できる。 
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９ 人口ビジョンの実現 

（１）現状と課題の整理 

本町の人口は、平成７（1995）年の 15,507 人をピークに減少傾向にあり、平成 27

（2015）年現在の総人口は、平成７（1995）年と比べると 3,557 人（22.9％）減少し

ています。 

年齢３区分別人口※1 から現在の人口構造を見てみると、生産年齢人口、年少人口ともに

一貫して減少傾向で推移しています。 

また、老年人口は増加傾向で推移したあと、平成 17（2005）年からは減少傾向で推移

しています。 

人口減少は一般的には、「第一段階：老年人口の増加（若年人口は減少）」「第二段階：老

年人口の維持・微減（若年人口は減少）」「第三段階：老年人口の減少（総人口の減少）」の

３つの段階を経て進行するとされています。本町においては、令和２年（2020 年）以降老

年人口の減少が加速し、全国よりも 40 年も早く「第三段階：老年人口の減少（総人口の減

少）」へと入っていくことが推測されています。 

自然増減については、一貫して減少で推移しており、減少幅は拡大傾向となっています。

これは、生産年齢人口の減少に伴う子育て世代の減少や全国平均、県平均を下回る低い合計

特殊出生率※2（平成 28（2016）年現在 1.35）が主要因と考えられ、将来的な自然増を

図るため、子育て支援策などを推進することが今後の課題となっています。 

社会増減については、平成 18（2006）年までは横ばい、微増で推移していましたが、

平成 19（2007）年からは減少傾向で推移しており、転出超過（社会減）が続いています。 

本町の将来人口推計について、社人研推計※3によると、平成 2７（2015）年に 11,950

人であった人口が令和 42 年（2060 年）には 5,337 人まで減少する（55.4％減）と推

計されており、このまま手を打たなければ人口が半数以上減少することが予測されています。 

また、社人研推計をベースとしたシミュレーション１（合計特殊出生率が人口置換水準※

4の 2.1まで上昇した場合）とシミュレーション２（合計特殊出生率が人口置換水準の 2.1

まで上昇し、かつ人口移動がゼロで維持推移した場合）の人口推計を行った結果、令和 42

年（2060 年）にはシミュレーション２の場合と比べ、2,325 人（30.3％減）も多く人口

減少が進むと予測されています。（令和 42 年（2060 年）人口：社人研推計 5,337 人、

シミュレーション２推計 7,662 人） 

シミュレーション人口推計の分析から、町においては社会増減よりも自然増減のほうが人

口に与える影響度は高くなっており、転出抑制、転入促進などの社会増対策だけではなく、

出生率の上昇や子育て支援策など自然増につながる施策に取り組むことが特に重要である

と考えられます。 

 

※1 年齢３区分別人口 ・・・年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）、老年人口（65歳以上）を言います。 

※2 合計特殊出生率 ・・・ひとりの女性が一生に産む子どもの人数で 15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合

計したものです。 

※3 社人研推計 ・・・国立社会保障・人口問題研究所による人口推計で、平成 22（2010）年から平成 27（2015）

年の人口の動向を勘案し、将来の人口を推計しています。 

※4 人口置換水準 ・・・人口を長期的に一定に保てる水準を言います。 
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【人口目標設定のための分析１（総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 

 

【人口目標設定のための分析２（将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度の分析）】 

将来人口に及ぼす人口動態の影響度について、本町では、自然増減の影響度が「３（影響度

105～110％）」、社会増減の影響度が「２（影響度 100～110％）」となっています。この

分析から、出生率の上昇など自然増減の増加を図る施策を進めることで 5～10％程度、転出

抑制など社会増減の増加を図る施策を進めることで 0～10％程度、社人研推計よりも将来の

人口が増加する効果があると予測されています。 

このことから、町において人口の社会増をもたらす施策に取り組むことも必要ですが、出生

率の上昇など自然増につながる施策に取り組むことが特に重要であると考えられます。 

 

分類 計算方法 影響度 

自然増減の影響度 シミュレーション１の 2040 年推計人口=8,376人 

パターン１（社人研推計準拠）の 2040年推計人口=7,701 人 

影響度=8,376/7,701=108.77％ 

３ 

社会増減の影響度 シミュレーション２の 2040 年推計人口=9,002人 

シミュレーション１の 2040 年推計人口=8,376人 

影響度=9,002/8,376=107.47％ 

２ 
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自然減 
社会減 

一時的に社会増となっている。 

グラフは左方向へ推

移し自然減が拡大し

ている。 
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（２）人口の将来展望 

 

 

 

 

社人研推計では、令和 42 年（2060 年）の人口は、平成 27（2015）年の 11,950 人

から 5,337 人まで減少することが推計されています。町独自推計によると、人口減少対策に

取り組み、自然増減や社会増減が現状よりも改善されれば、令和 42年（2060 年）の人口は

8,381 人となり、社人研推計と比べて 3,044 人も施策効果により人口が増加することが見込

まれています。 

 

 

■合計特殊出生率の上昇 

国の長期ビジョンにおける合計特殊出生率と同程度の目標を目指し、令和 12 年（2030 年）

までに人口置換水準の 2.1 を達成し、以降は 2.1 の維持を図ります。 

 

■社会増を図る 

若い世代の就労の希望を実現するための雇用環境の創出を図るとともに、安心して子育てが

できる環境も整えて若年層、子育て世代の社会増を図ります。また、空き家対策や定住促進対

策の効果などにより、５年間で 50 人程度の社会増となることを目指します。 

  

将来人口推計の分析などを踏まえ、令和 42年（2060年）に人口規模 8,300人の維持を

目指します。 

5,337  

6,574  

11,950  

7,662  

13,033 

8,381  
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7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

吉備中央町の人口の推移と長期的展望① 

社人研推計準拠 

シミュレーション１（合計

特殊出生率が人口置換

水準の2.1まで上昇した

場合） 

シミュレーション２（合計

特殊出生率が人口置換

水準の2.1まで上昇し、か

つ人口移動が均等した場

合） 

吉備中央町独自推計 

（2020年から5年間で50

人の社会増を見込む） 

2020 年以降、５年間で

50 人の社会増。 

施策効果により、

8,300人の人口の

維持を目指す。 
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人口の長期的展望を年齢３区分別に見てみると、年少人口（０～14 歳）は合計特殊出生率

の向上と社会減から社会増への転換により、現在の減少傾向から横ばいで推移するようになり

ます。構成割合は、令和２年（2020 年）以降上昇を続け、令和 42年（2060 年）には 15.0％

に達します。 

生産年齢人口（15～64歳）は減少を続けますが、年少人口より遅れて合計特殊出生率の向

上の効果が現れはじめ、令和 12 年（2030年）頃から減少傾向が緩やかになります。構成割

合は、令和７年（2025 年）頃に下げ止まり、以降は上昇傾向で推移します。 

老年人口（65 歳以上）は一貫して減少傾向で推移します。構成割合は、令和７年（2025

年）頃にピークを迎え、合計特殊出生率の向上、若年層の社会増による人口構成の若返りの効

果により、老年人口の割合は緩やかに減少していくことが予測されています。 
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（３）人口ピラミッドで見る将来人口の人口構造 

 

  年少人口 生産年齢人口 老年人口 

社人研推計 

令和 42（2060）年 

人口（人） 449 人 2,488 人 2,400 人 

比率（％） 8.4％ 46.6％ 45.0％ 

町独自推計 

令和 42（2060）年 

人口（人） 1,252 人 4,403 人 2,726 人 

比率（％） 15.0％ 52.5％ 32.5％ 
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65～69歳 
70～74歳 
75～79歳 
80～84歳 
85～89歳 
90歳以上 男 女 

（人） 

【社人研推計人口ピラミッド（令和 42（2060）年）】 

）】 

】 

【町独自推計人口ピラミッド（令和 42（2060）年）】 

）】 

】 

町独自推計による目標
人口では、年少人口、

生産年齢人口の層が厚
くなり、老年人口の比
率も低くなる。 
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第２章 人口ビジョンを達成するための基本目標 

 

自然減と社会減で推移する本町の人口減少問題は、地域経済や地域社会に影響を与える問題で

す。それを克服するためには、町が一丸となって対策に取り組んでいく必要があります。 

本町の現状と課題、国の長期ビジョン、岡山県人口ビジョンを踏まえ、これからの人口問題に

対応していくためには、二つの方向性を持ちつつ検討していきます。 

一つは人口減少への対応として、出生率を向上させることにより人口減少に歯止めをかけ、将

来的に人口構造そのものを変えていこうとするものです。これは「積極戦略」と言えます。もう

一つは、仮に出生率の向上を図っても今後数十年間の人口減少は避けられないことから、今後の

人口減少に対応し、効率的かつ効果的な社会システムを再構築しようとするものです。いわば「調

整戦略」になります。この二つの対応を同時並行的に進めていくことが必要となります。 

この二つを同時並行的に推進していくことで、人口減少に歯止めをかけ、将来的に人口増社会

へ展望するとともに、地域の活性化を実現していくと考えます。 

 

そこで、次のスローガンを掲げ、基本目標を推進します。 

 

 

 

 

こうした観点から、本町の今後の取組における基本的視点として、次の４点を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 町の将来を担う子どもを増やす 

基本目標２ 町を支える宝(若者)を残し、転入により新しい風を呼び込む 

基本目標３ 安心して暮らせる環境をつくる 

基本目標４ 町の魅力で新しい人の流れをつくる 

子どもは のびのび 健やかに 

だれもが はつらつ 暮らせます 
吉備中央町 
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■施策の体系 

◆基本目標１．町の将来を担う子どもを増やす 

 ① 結婚を支援する 

  ア 出会いの場の提供から結婚までの支援 

 ② 妊娠・出産を支援する 

  ア 妊産婦・乳児への子育ての応援 

  イ 町を挙げての子育て応援 

 ③ 子育てを支援する 

  ア 子育てしやすい町づくりの情報発信 

  イ 質の高い教育、保育の推進 

  ウ 子どもの安心・安全な居場所づくり 

  エ 子どものための経済的支援 

  オ 子どもは町全体で育てる 

◆基本目標２．町を支える宝(若者)を残し、転入により新しい風を呼び込む 

 ① 稼ぐ地域の創出と就労の確保 
  ア 企業の立地と投資の促進 
  イ 起業の支援 
  ウ 就労の支援 
 ② 移住・定住への受け入れ 
  ア 移住・定住の促進 
 ③ 農業振興、人材育成 
  ア 農業後継者の育成 
 ④ 農産物の付加価値化、特産品開発 
  ア 農産物の付加価値化と新規の特産品開発 

◆基本目標３．安心して暮らせる環境をつくる 

 ① 交通手段の充実 
  ア 公共交通の体制整備 
  イ 次世代の公共交通体制に向けた取組 
 ② 医療の充実 
  ア 医師の確保 
 ③ 地域経済環境の整備 
  ア 地域生活環境の整備 
 ④ 拠点づくり 
  ア 町の拠点、地域の拠点の整備 
 ⑤ 協働の推進と地域力の強化 
  ア 町民参画、協働の推進 

◆基本目標４．町の魅力で新しい人の流れをつくる 

 ① 体験ツアー等を活かした観光、交流の促進 
  ア 観光振興 
  イ 交流促進 
 ② 町の魅力づくり 
  ア 町の魅力づくりの推進 
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第３章 基本目標別施策 

 

基本目標１．町の将来を担う子どもを増やす 

（１）基本とする目標 

出生数：年７５人 

婚姻数：５年間で２５０件 

 

（２）施策に関する基本的方向 

一人ひとりが希望する年齢で結婚し、安心して子どもを産み、育てることができるよう結婚、

妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援を行います。また、「出生数 年１００人を目指して」

という大きなスローガンを掲げ、町民一丸となって出生数の増加に取り組み、子どもたちが自

分の未来を切り拓いていけるようサポートを行います。また、目標達成に向け、各種支援の連

携を図り町内外へＰＲを行います。 

 

（３）この分野の現状・課題と具体的な施策 

① 結婚を支援する 

【現状と課題】 

結婚を希望している方が出会いの機会や仲を取り持つ人の減少などにより、本町における

15～49 歳の未婚率は男女ともに県平均より高くなっています。また、出会いがあっても成婚

までたどりつかない方も多いため、出会いの場の提供や、結婚をサポートする体制の整備・支

援の充実を図る必要があります。 

【推進施策】 

ア 出会いの場の提供から結婚までの支援 

■出会いの場の提供と結

婚までのサポート体制

の強化 

近隣市町と連携してのイベントの開催や結婚相談所への入会な

どにより出会いの場を提供する。 

また、結婚を希望する方と同世代の相談者の参画を促すなど結

婚推進協議会の活性化を図るとともに、異性との話題作りやお付

き合いの進め方など成婚につながる活動支援を進める。 

■結婚祝金の支給 結婚した若者に祝金を支給し、町内への定住を促進する。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・ＳＮＳ交換時等のマナー講習会の実施  ３回／年 → ５回／年 

・出会いの場のイベントへの町内参加者数  20 人／年 → 25 人／年 

・婚姻数  平均 42 件／年 → 平均 50 件／年 
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② 妊娠・出産を支援する 

【現状と課題】 

核家族化の進展や地域コミュニティの希薄化、出産に関する正しい知識の欠如などにより、

妊娠・出産に対する不安や悩みを抱える人が増加しています。そのような不安や悩みを解消す

るために、妊娠・出産から子育てまで、心身ともにサポートし、子どもを産み育てやすい支援

体制等の充実を図る必要があります。 

【推進施策】 

ア 妊産婦・乳児への子育ての応援 

■産前・産後子育て応援 子育て世代包括支援センターを中心とした妊娠・出産・子育て

に対して切れ目のないサポート体制整備を推進する。また、担当

保健師による子育て支援プランの作成など、産前・産後のサポー

トやケアなど応援体制の強化を図る。 

イ 町を挙げての子育て応援 

■子育て家庭への精神

的、身体的、経済的支

援 

新生児が誕生した家庭を保健師等が訪問し、精神的、身体的な

応援を行うとともに、育児用品購入への助成を行う。 

■子育て世帯応援金 子育て世帯を応援するため、第１子の出産から応援金を支給す

る。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・保健師による助言・指導への満足度  ０％ → 70％ 

・購入品への助成件数  ０件／年 → 60 件／年 

・応援金（第１子）の支給件数  ０人／年 → 40 人／年 

③ 子育てを支援する 

【現状と課題】 

少子化が進行する中、核家族化の進展や女性の社会進出などに伴う保育ニーズの多様化によ

り保育サービスの充実が求められています。また、子育てにかかる経済的負担感や小児科医等

の不足など親の負担や不安が大きくなっています。地域医療の充実を図るとともに、子育て情

報の提供や質の高い保育、教育及び経済的支援などにより、地域における子育て支援の充実を

図る必要があります。 

【推進施策】 

ア 子育てしやすい町づくりの情報発信 

■子育て支援情報発信 

 

子育て中の保護者のニーズに合わせた、役立ち情報や身近な情

報の掲載などにより、子育て情報サイト（ママフレ）の利便性を

高め利用促進を図る。 
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イ 質の高い教育、保育の推進 

■認定こども園の整備 幼稚園、保育園を幼保連携型認定こども園に移行し、子どもの

発達段階に応じた質の高い教育、保育を提供する。 

■幼児の外国語とのふれ

あい推進 

幼稚園、保育園及びこども園における日々の教育、保育の中で、

自然に英語に触れる機会を増やし、豊かな知性と感性、国際的な

感覚を身に付けた子どもを育て幼児教育性を高めていく。 

■放課後学習の充実 公営塾で放課後の学習時間を確保することにより、学習意欲の

ある生徒を持つ家庭を支援し、学力の底上げを図る。また、自ら

課題を見つけ将来について考える力を養うなど人間力の向上を目

的としたカリキュラムの開発を進める。 

■ＩＣＴ教育の推進 児童・生徒が、情報手段を主体的に活用する能力を身に付ける

ため、ＩＣＴ教育環境の整備を図り、授業の質と学力の向上を目

指す。 

ウ 子どもの安心・安全な居場所づくり 

■キッズパーク等の充実 町内の子育て親子に対し、ホームページやママフレ等でのＰＲ

により、キッズパークや屋外遊具の利用増加を図るとともに、子

育てひろば“ゆう”の充実を図る。 

■子どもの安全な居場所

づくり 

放課後児童クラブの充実を図ることで、子どもの安全な居場所

づくりを進め、保護者が安心して働ける環境をつくる。 

エ 子どものための経済的支援 

■子どもの医療無料化 児童福祉の向上と保護者負担の軽減を図るため、子どもの医療

費の自己負担分を助成する。 

■高校生の通学支援 県内にある高等学校等への通学にかかる交通費、寮費等に対す

る助成により保護者の経済的負担の軽減を図る。 

■育英資金貸付 勉学意欲がありながら、経済的な理由により就学が困難な高校

生、大学生等の学費、通学費を奨学金として貸し付け支援する。

また、卒業後も町内に居住する者には奨学金償還免除を行うこと

で定住促進を図る。 

オ 子どもは町全体で育てる 

■地域ぐるみの子育て 地域学校協働本部や放課後子ども教室、防犯パトロールなど地

域ボランティアを中心に地域ぐるみで子どもを見守り育てる。ま

た、地域ボランティアの後継者の確保・育成を図り体制の充実を

図る。 
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【重要業績評価指標（KPI）】 

・ママフレサイトアクセス数  2,000 件／月  

・認定こども園の整備  １か所 → 3 か所 

・公営塾の効果検証  １回／年 

・奨学金償還者の定住率  50％／年 

・地域学校協働本部件数 ４校 → ７校 

 

【基本目標１に関連する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目指すゴール】 
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基本目標２．町を支える宝(若者)を残し、転入により新しい風を呼び込む  

（１）基本とする目標 

転入者数：年２０人増５年間で１００人増 

転出者数：年３０人減５年間で１５０人減 

誘致企業数・事業所数：２社 

 

（２）施策に関する基本的方向 

地域の若者はもとより、若い世代やＵＩターン希望者を、本町への移住・定住を促進するた

め、起業・就業や住居、子育て教育等の受け皿に関する総合的な環境づくりを行うほか、移住

セミナーの開催による地域の魅力発信などにより移住者の増加を図り、新しいひとの流れをつ

くります。 

 

（３）具体的な施策 

① 稼ぐ地域の創出と就労の確保 

【現状と課題】 

本町においては町内に大学等がなく、若者の就学・就職に伴う転出超過が続いています。就

労による転出を抑制するため、幅広い職種の企業誘致に努め、就労の場を創出するとともに、

ＵＩターンによる起業の支援など人を呼び込むことのできる魅力的なまちづくりや地域の活

力を生み出す必要があります。 

【推進施策】 

ア 企業の立地と投資の促進 

■企業誘致の促進 幅広い職種の企業・事業所を誘致し、町の財政基盤の強化、地

域経済の活性化を図るとともに、雇用機会の創出により地域活力

の担い手が安心して働ける環境を整備する。 

■持続的なイノベーショ

ン創出を実現するまち

づくり  

【地方創生推進交付金 

事業】 

「国際的なオープンイノベーションセンター」の設立により、

吉備高原都市を中心に人を呼び込むことのできる魅力的なまちづ

くりに取り組み、新たな分野における就業の場を確保することで

地域の活力を生み出す。 

イ 起業の支援 

■起業家の育成 起業支援事業制度の周知徹底を図るとともに、創業支援等事業

計画に基づいて、商工会との連携を深化させ、創業しやすい環境

づくりに努める。 
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ウ 就労の支援 

■就労支援 事業所やハローワーク、商工会等関係機関との連携を密にし、

就労希望者が町内企業を知る機会の創出を進め、就労と雇用の促

進を図る。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・事業を通じた新規雇用者数 20 人／年 

・創業した数  ２件／年 

 

② 移住・定住への受け入れ 

【現状と課題】 

若者を中心とした移住・定住希望者に対し、幅広く受け入れるための住宅等の整備が必要と

なります。また同時に、町の魅力である子育て環境、温暖な気候、安定した地盤、豊かな自然

環境といった他にはない優位性のＰＲを推進し、町外から呼び込み、定住する受け入れ体制の

整備を図る必要があります。 

【推進施策】 

ア 移住・定住の促進 

■移住・定住の促進制度 若者や子育て世帯等が次世代の担い手として定住しやすい助成

制度を進め、吉備高原都市を中心とした地域経済の活性化を図っ

ていく。 

■空き家活用の推進 移住者の住居や二地域居住の拠点用途などとして幅広く空き家

を活用していくため、空き家バンクの整備と登録を促進するとと

もに、情報提供を行っていく。 

■お試し暮らし制度の活

用 

移住希望者に一定期間、町での暮らしを体験できる機会を提供

し、気候や風土を体験することにより、町への移住を促進し関係

人口の増加につなげていく。 

■民間団体と連携した定

住支援 

民間団体と連携し、移住希望者に対しては、町の情報発信や定

住相談、移住セミナー、イベントの開催をすることで、町への定

住促進と関係人口の創出・拡大を図るとともに、移住後のサポー

トを充実していく。 

■若者向け住宅の利用の

促進 

若い世代やＵＩターン希望者の定住を促進するため、整備した

住宅の利用促進を図る。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・二地域居住や事業用として活用する空き家の数  ０件 → 令和６年度までに５件 

・空き家バンクの年間登録数  27 件／年 

・お試し暮らし支援事業補助金交付世帯  10 世帯／年 
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③ 農業振興、人材育成 

【現状と課題】 

人口の減少と後継者の不足により、農業従事者の数は減少しており、耕作放棄地も増加して

います。また、農業の就業者は高齢者が大半を占めていることから、若い世代の新規就農者の

確保・育成に取り組むとともに、農業を続けていくことができるよう支援を行い、町内の農業

振興を図る必要があります。 

【推進施策】 

ア 農業後継者の育成 

■新規就農者育成 新規就農者を積極的に確保し、農業公社等で農業研修を実施す

るとともに、研修終了後も独立に向け、幅広い支援を行う。また、

現在実施しているピオーネ栽培の研修に加え、その他作物につい

ては、備前広域農業普及指導センターと連携し、栽培技術指導を

行っていく。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・新規就農者の数  ５人／年 （５年間で 25 人） 

 

④ 農産物の付加価値化、特産品開発 

【現状と課題】 

農産物を直接販売するだけでなく、安心・安全な農作物の生産に加え、６次産業化・農商工

連携の取組により、地域で採れる多様な農産物を活かした新商品の開発、加工販売などを行う

ことで、農産物の高付加価値化に取り組み、農業従事者の所得向上を図る必要があります。 

【推進施策】 

ア 農産物の付加価値化と新規の特産品開発 

■農産物の付加価値化の

推進 

「６次産業化・地産地消推進戦略」を策定し、農産物の加工、

販路の開拓、農産物の魅力等情報の発信手法について、検討・促

進することで魅力アップにつなげ稼げる農業の育成を図る。 

■魅力的な特産品づくり 特産品を活用したスイーツやパン等の開発に取り組むととも

に、健康志向ブーム等を考慮した新たな作物の導入も検討する。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・特産品の開発  ５年間で 15 品以上 

 

【基本目標２に関連する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目指すゴール】 
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基本目標３．安心して暮らせる環境をつくる  

（１）基本とする目標 

町内での生活環境の体制整備：令和６年度までに体制を整備 

防災訓練等を実施する自主防災組織数：２０組織/年 

町内での生活に不便を感じている町民の割合：５６．５％ → ４０．０％ 

 

（２）施策に関する基本的方向 

子どもからお年寄りまで、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしたいという希望をか

なえるため、生活交通手段や医療の充実、地域経済環境の整備などに努めるとともに、町の中

心や地域の拠点を核とした地域の繋がりや支え合いなどが生きるコミュニティづくりと災害

に強い地域づくりの推進を図ります。 

 

（３）具体的な施策 

① 交通手段の充実 

【現状と課題】 

公共交通手段が乏しく、交通手段を持たない高齢者や高校生等が不便を感じています。町民

が地域において安心した生活を保つため、公共交通網の整備・充実により移動手段の確保を図

り、交通弱者をなくすよう努める必要があります。 

【推進施策】 

ア 公共交通の体制整備 

■公共交通体制の整備・

充実 

吉備高原都市から岡山市方面への移動手段の充実を図るため

に、路線バスの利便性の向上に向けた取組を促進する。町営バス

「岡山医療センター線」は、周知をより一層図り、持続可能なバ

ス路線とすることを目指す。民間事業者の運行する路線バスは、

事業者と密に連携をとり、引き続き安定した運行ができるよう相

互に協力していく。また、町内各地から吉備高原都市へのアクセ

ス向上に向け、町内幹線を走る巡回バスの運行、デマンドタクシ

ー等を活用した複合的な交通体系の構築を目指す。 

イ 次世代の公共交通体制に向けた取組 

■吉備高原都市自動運転

モビリティ事業 

吉備高原都市区域内を巡回する自動運転モビリティの導入によ

り、都市内の交通利便性の向上を検討していく。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・吉備高原都市と岡山市を結ぶ路線バスの利用者数 １日平均延べ人数 84 人 → 200 人 

・町内各地から吉備高原都市までの公共交通体制の整備 → 町内全域 
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② 医療の充実 

【現状と課題】 

開業医の高齢化や、内科医・特定診療科目の不足など、町内医療の充実が大きな課題となっ

ています。医療従事者の人材確保や育成・継承支援に取り組むとともに、診療科目の充実を図

り、すべての町民が健康で安心して暮らせる医療を整備する必要があります。 

【推進施策】 

ア 医師の確保 

■地域医療の充実 子どもから高齢者までが安心して暮らせるために医療機関に対

して継承の支援、診療科目の充実を図る。特定の診療科目につい

ては、診療所へ医師の派遣を継続する。 

■医師等の確保対策 医療機関の不足、個人医における高齢化や委託医に対して、医

学生等への奨励金や医療機関の継承支援などにより医師等の人材

確保に取り組む。また、ＩＣＴを活用した遠隔医療の導入等につ

いて検討を進めていく。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・入院対応できる内科の医療機関  ２医療機関以上維持 

・特定科目診療所  ２か所運営・２か所継続、充実 

 

③ 地域経済環境の整備 

【現状と課題】 

店舗の縮小・廃業により、生活用品等の購入を近隣市町の複合施設に求める傾向が強くなる

一方で、交通手段を持たない高齢者などは生活用品等の購入に困っている状況にあります。町

民が買い物などに対し不便を感じないよう、複合施設の誘致や移動手段の提供、宅配などによ

り、販売体制を整えるとともに、商業規模の縮小・撤退がある地域に対しては、支援活動に取

り組む必要があります。 

【推進施策】 

ア 地域生活環境の整備 

■買い物環境の充実 買い物弱者が安心して生活できるよう、民間の移動販売業者等

と協力体制を整備し買い物支援策の拡充を図る。また、移動手段

の確保、交通環境の整備に向け関係団体と協力体制の整備を進め

る。 

■魅力的な店舗の誘致 町の拠点に、１か所での買い物が可能な複合施設等の誘致を促

進するとともに、既存小売店への支援策について検討していく。 

■ＡＩ・ＩｏＴの活用の

推進 

ＡＩ・ＩｏＴ活用による未来技術やドローン等の活用を取り入

れた、新しい買い物環境の整備を研究していく。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・買い物支援対策地区  １地区／年度 

・複合施設誘致店舗数  ０店舗 → １店舗 
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④ 拠点づくり 

【現状と課題】 

人口減少の進行に伴い居住者の拡散化が進むとともに、店舗の縮小・廃業等により生活サー

ビスの提供が難しくなってきています。また、子育て世代や若者における情報交換の場などが

失われつつあり、コミュニケーションの取りづらい状況があります。 

町全体の構造を見直し、行政、福祉、商業などの都市機能や居住を集約、誘導するなど町の

拠点化を図るとともに、地域間の交通・通信インフラの整備に取り組む必要があります。また、

町内各地域で生活する町民の暮らしを守るために、施設の集積と小さな拠点の整備を進めるこ

とで、町民の生活を支えていく必要があります。 

【推進施策】 

ア 町の拠点、地域の拠点の整備 

■吉備高原都市の整備促

進 

吉備高原都市を町の拠点として位置づけ、岡山県と連携し、き

びプラザの活性化、吉備高原都市への企業誘致や宅地分譲を引き

続き進めるとともに、情報通信基盤の環境整備や岡山市への公共

交通網の充実、魅力的な店舗の誘致など魅力づくりを進める。 

■小さな拠点の整備 地域住民自らが地域を支え活動する新山地区の取組を地域の拠

点整備モデルとし、各地域でも日常的な生活サービスの確保を進

める。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・宅地分譲数  10 件／年 → 30 件／年 

・小さな拠点の整備  １か所 → ３か所 

 

⑤ 協働の推進と地域力の強化 

【現状と課題】 

人口減少、少子高齢化が進行する中、行政だけでは解決できない課題等が増加しており、地

域課題や目標等を共有し、町民、自治組織、各種団体等と行政が連携・協働し、互いの特性を

活かしながら事業に取り組むことで、生活サービスの確保、地域防災力の強化、防犯パトロー

ルの実施、次世代の育成に取り組んでいく必要があります。 

【推進施策】 

ア 町民参画、協働の推進 

■協働のまちづくり推進 行政や町民、自治組織、各種団体等が地域等の課題を共有し、

連携、協力して解決に取り組むための基盤づくりと人材の育成に

取り組む。また、地域や団体等が行うまちづくり事業を助成し、

その普及に努める。 

■地域防災力の強化 人口減少、少子高齢化の進行に対応するため、小さな拠点づく

りを支える地域での連携・協力体制を整備するとともに、安心し

て暮らしていけるよう地域で協力して災害に対応できる共助を構

築するための環境整備を進める。 
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■安全及び防犯対策の実

施 

地域住民が、日々安心・安全に暮らせるよう、地域における安

全対策、防犯対策について、子どもや高齢者を地域で見守る体制

整備、主要幹線道へ防犯カメラを設置する環境整備を進める。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・町の補助金を活用して防災士資格を取得した者の数  10 人／年 

・防犯カメラの設置数  10 か所／年 

 

【基本目標３に関連する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目指すゴール】 
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基本目標４．町の魅力で新しい人の流れをつくる 

（１）基本とする目標 

観光入込客数：２０％増 

 

（２）施策に関する基本的方向 

本町にある地域資源を活かし滞在につなげていくため、観光、体験ツアーや農家民宿などを

活かして交流促進を図り、本町の魅力による新たな人との関わりを関係人口の創出・拡大につ

なげていきます。 

 

（３）具体的な施策 

① 体験ツアー等を活かした観光、交流の促進 

【現状と課題】 

町内には、国指定の重要文化財と県・町指定の文化財や景勝地が数多くありますが、広範囲

に点在しているため観光客の呼び込みに苦慮しています。今後は、近隣都市と連携した広域観

光や、自然を活かした農林業体験、田舎暮らしの魅力をＰＲし、誘客と滞在期間の延長を進め、

関係人口の創出を促進する必要があります。 

【推進施策】 

ア 観光振興 

■広域観光の充実 岡山市・真庭市との協力連携を核として、観光情報の発信や観

光客の受入体制の充実を図るとともに、農家民泊、サイクリング、

伝統行事の体験等と組み合わせることで観光コンテンツの充実を

図る。 

■農家民宿の支援 農家民宿事業の継続性を確保することで本町と関わる人々を増

やすとともに、豊かな自然や農家民宿でのホスピタリティ体験を

企業等で増加傾向にあるメンタル休職者の職場復帰への準備とし

て活用するプログラムに活かし、本町と関わる人々の増加を促進

する。 

イ 交流促進 

■農業体験の促進 年間を通して行う農業体験ツアーやイベントを提供し、継続的

に本町と関わる機会や場所をつくることによって、交流人口の拡

大を図る。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・広域観光ルートの開発  15 ルート（５年間） 

・農家民宿受入人数  300 人／年 

・農業体験を含む団体旅行の受入件数  15 件／年 

 



31 

 

② 町の魅力づくり 

【現状と課題】 

本町の住民にとっては当たり前のことが、町外の人々には魅力となることが多くあります。

新たな目線で本町の魅力を再発見・再確認をすることで、町への愛着を醸成し町民がこころ豊

かに暮らすことにつながるとともに、町の魅力がひとの流れをつくり、活性化につながるよう

地域資源の活用等を図る必要があります。 

【推進施策】 

ア 町の魅力づくりの推進 

■メンタルヘルスタウン

構想の実現 

町内にある地域資源を活用し、「癒し」をテーマとした滞在型の

観光につなげていくことで本町の魅力を高め、関係人口の創出や

拡大を図る。 

■自然環境の保護・保全 ブッポウソウやニホンメダカなど希少野生動植物の保護活動を

通して関係人口の拡大を図るとともに、本町の豊かな自然環境を

町内外に情報発信する。 

■図書館の充実 岡山連携中枢都市圏との連携により、子育てや育児などに関す

る図書を充実することで、図書館の魅力を高め、利用者の増加を

図る。 

■スポーツの推進 総合スポーツ公園の施設整備を行い、子どもから高齢者まで体

力の向上を図るとともに、岡山連携中枢都市圏との連携により、

サッカー、バレーボール等の大会や合宿を受け入れることで、関

係人口の増加を図る。 

■町の魅力づくりの調

査、研究 

地域おこし協力隊や県内の大学生、高校生、転入者などの新鮮

な外部目線により、町の魅力を再発見するとともに、新たなまち

づくりへの調査、研究に取り組む。 

■多文化交流への取り組

み 

本町に在住する外国人や観光客などとの、多様な国の食文化、

歴史、音楽、衣装など異文化交流ができる機会を創出し、さまざ

まな世界の人とつながることで、本町との関係人口の創出を図る

とともに、町民の世界観を広げる。 

【重要業績評価指標（KPI）】 

・「癒し」をテーマとした観光モデルルートＰＲパンフレットの開発  Ｒ３までに完了 

・図書貸出者数  13,000 人／年 

・スポーツイベントの参加者数  1,000 人／年 

・多文化交流会の参加者数  100 人 

 

【基本目標４に関連する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目指すゴール】 
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資料 

１ 吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の経緯 

 

年 月 日 事 項 

令和元（2019）年 5 月 20 日 第 1 回 吉備中央町まち・ひと・しごと創生外部有識者会

議 

・平成 30 年度総合戦略の取組に対する施策・事業の効

果の検証 

令和元（2019）年 9 月 20 日 第 1 回 吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進

本部、プロジェクトチーム合同会議 

・第 1 期人口ビジョン（総人口、人口動態等推移）検証 

・第 1 期総合戦略に対する施策・事業の効果の検証 

・第 2 期総合戦略策定スケジュール、施策・事業等シー

ト検討 

令和元（2019）年 11 月 

14 日～20 日 

各課ヒアリング 

・第 2 期総合戦略の取組に対する施策・事業における関

係各課ヒアリング 

令和 2（2020）年 1 月 7 日 第 2 回 吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進

本部、プロジェクトチーム合同会議 

・第２期総合戦略（素案）の検討 

令和 2（2020）年 2 月 5 日 

～２月 26 日 

第２期吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）

に関するパブリックコメントの実施 

令和 2（2020）年 3 月 3 日 第 2 回 吉備中央町まち・ひと・しごと創生外部有識者会

議（プロジェクトチーム出席） 

・第 2 期総合戦略（案）の検討 

令和 2（2020）年 3 月 6 日 吉備中央町議会全員協議会 

 ・第 2 期総合戦略（案）説明・報告 
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２ 吉備中央町まち・ひと・しごと創生外部有識者会議名簿 

 

分 野 団 体 職 名 等 氏 名 

（産）産業  吉備中央町商工会 会 長 芝 村 啓 三 

吉備中央町商工会青年部 代 表 平 上   博 

商工団体（エヌイーシール㈱） 代表取締役社長 沼 本 成 人 

（学）教育  岡山大学大学院 准教授 氏 原 岳 人 

小・中学校ＰＴＡ 代 表 森 田 充 司 

（金）金融 中国銀行吉備高原都市支店 支店長 野 﨑 英 男 

（労）労働 吉備中央町転入定住支援センター 代 表 川 上 一 郎 

（言）言論 ㈱吉備ケーブルテレビ 代表取締役社長 藤 岡   孝 

（官）行政 

（アドバイザー） 
岡山県備前県民局地域政策部 地域づくり推進課長 江 端 恭 臣 

議 会 吉備中央町議会 議 長 黒 田 員 米 

吉備中央町議会 総務産業常任委員長 西 山 宗 弘 

町 民 

子育て世代等 

子育て世代 代 表 鈴 木 たかよ 

子育て世代 代 表 大 塚 佳 子 

新規就農者・子育て世代 代 表 大 谷 悠 介 

地域おこし協力隊 代 表 東 尾 実菜子 
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３ 吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部名簿 

＜推進本部＞ 

NO 役 職 氏 名 

１ 本部長（町長） 山 本 雅 則 

２ 副本部長（副町長） 岡 田   清 

３ 副本部長（教育長） 津 島 雅 章 

４ 本部員（総務課長） 大 木 一 恵 

５ 本部員（税務課長） 亀 山 勝 則 

６  本部員（企画課長兼吉備高原都市事務所長） 片 岡 昭 彦 

７ 本部員（協働推進課長） 河 内 啓一郎 

８ 本部員（住民課長） 小 谷 条 治 

９      本部員（福祉課長） 奥 野 充 之 

10      本部員（保健課長） 石 井 瑞 枝 

11      本部員（子育て推進課長） 石 井 純 子 

12      本部員（農林課長） 戸 田 真 吾 

13      本部員（建設課長） 岡 本 一 志 

14      本部員（会計管理室長） 石 田 卓 己 

15 本部員（議会事務局長） 杉 原 宏 典 

16 本部員（定住促進課長兼加茂川総合事務所長） 岸 本 久 夫 

17 本部員（水道課長） 髙 見 知 之 

18 本部員（教育委員会事務局長） 冨士本 里 美 

 

＜プロジェクトチーム＞ 

NO 所属課・役職 氏 名 

１ 総務課・主幹 山 本 昌 幸 

２ 税務課・主幹 石 井 克 延 

３ 協働推進課・課長補佐 中 山   仁 

４ 住民課・主幹 難 波 勝 也 

５ 福祉課・課長補佐 岡 崎 直 樹 

6 保健課・課長補佐 塚 田 恵 子 

7 子育て推進課・主幹 石 伊 陽 子 

8 農林課・主幹 石 坂 晃 則 

9 建設課・主幹 三 高 昌 之 

10 定住促進課・主幹 戸 田 健 治 

11 水道課・課長補佐 古 好 広 徳 

12 教育委員会事務局・局長補佐 山 本 敦 志 
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（事務局：企画課） 

NO 役 職 氏 名 

１ 課長補佐 大 樫 隆 志 

２ 主 事 中 山 宗 也 

３ 主 事 補 大 森 悠 真 



 

 

 


